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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２４年１０月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年７月８日 ０９時０４分ごろ 

発生場所 備讃瀬戸東航路 

 香川県小豆島町所在の地蔵埼灯台から真方位２６２°２.５海里

（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°２４.６′ 東経１３４°１１.１′） 

事故調査の経過  平成２３年７月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 第十八 旭
あさひ

丸、３２０トン 

   １３６７８５、大阪旭陸運株式会社 

   ６２.４３ｍ（Lr）×１０.８０ｍ×６.２０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成１１年３月２１日 

Ｂ 小型兼用船 松
まつ

丸、０.８トン 

   ２７１－１６４２８岡山、個人所有 

   ７.１７ｍ（Lr）×１.８３ｍ×０.６６ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、５２.９６kＷ、昭和５９年４月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４２歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成３年４月１１日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２２年１２月９日 

    免状有効期間満了日 平成２８年４月１０日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５７歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許登録日 昭和４９年９月２１日 

    免許証交付日 平成２０年７月１４日 

           （平成２６年４月１９日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首に擦過傷 

Ｂ 船首部に破口 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、視界制限状態となった香川県

高松市高松港北方沖を船長Ａが操船指揮を執り、機関長を主機操作
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に、当直航海士を手動操舵にそれぞれ就け、備讃瀬戸東航路を航行し

ていた。 

 船長Ａは、備讃瀬戸東航路を南東進中、レーダーで右舷船首方約

２０°、４Ｍ付近にＢ船の映像を探知したが、同船が止まっていたの

で、針路及び速力を保持して航行していたところ、Ｂ船と１Ｍに接近

した頃、視程が約２００ｍとなった状況下、同船が発進して北西方に

航行を始めたため、１０ノット（kn）に減速したものの、Ｂ船と更に

接近し、機関を停止したのち、全速力後進としたが、平成２３年７月

８日０９時０４分ごろ、地蔵埼灯台西方沖において、Ａ船の右舷船首

部とＢ船の船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、香川県小豆島町地蔵埼南西方沖

において漂泊してあじ釣りを行い、７月８日０９時０１分ごろ、視程

が約２００ｍとなった状況下、釣り場を移動するため、漂泊地点を発

進し、ＧＰＳプロッターにより備讃瀬戸東航路第６号灯浮標に向け、

１０kn の速力で手動操舵により北西進した。 

 船長Ｂは、操舵室で操船中、左舷船首至近にＡ船の船影を認め、直

ちに左舵一杯としたが、Ａ船と衝突した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 濃霧、風向 東、風力 １、視程 約２００ｍ 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 Ｂ船は、レーダーがなかった。 

Ｂ船は、音響信号設備を備えていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 

 Ａ船は、霧で視界制限状態となった地蔵埼南西方沖の備讃瀬戸東航

路を南東進中、Ｂ船は、釣り場を移動するため、漂泊地点を発進して

北西進中、船長Ｂが、Ｂ船にレーダーがなく、Ａ船に接近しているこ

とに気付かずに航行したことから、両船が衝突したものと考えられ

る。 

 船長Ａは、「霧中信号を行った」旨の口述を行い、船長Ｂは、「Ａ船

の霧中信号を聞いていない」旨の口述を行っているが、ＶＤＲなどの

客観的な情報がないことから、Ａ船が汽笛を吹鳴していたかどうかに

ついては、明らかにすることができなかった。 

原因  本事故は、霧で視界制限状態となった地蔵埼南西方沖の備讃瀬戸東

航路において、Ａ船が南東進中、Ｂ船が漂泊地点を発進して北西進

中、船長Ｂが、Ｂ船にレーダーがなく、Ａ船に接近していることに気

付かずに航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考

えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え
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られる。 

・視界制限状態においては霧中信号を行うこと。 

・視界制限状態において、レーダーを装備していない船舶は、必要

に応じて停止すること。 

 




